職場体験事業におけるボランティア保険の加入についてのご案内
北海道社会福祉協議会　北海道福祉人材センター
　職場体験事業の実施に当たっては、体験希望者の職場体験中の事故等に対応するため「職場体験事業実施要綱」により、受入施設、事業所に傷害保険等に加入することを奨励させていただいております。
  つきましては、次のとおり受入施設、事業所の御同意が得られれば、職場体験受入決定通知後に、本会において一括ボランティア保険（ボランティア行事用保険）に加入し、一人一日あたりお支払いする金額５，９２０円から必要な経費（一日あたり２８円）を差し引いた上で、体験に係る費用をお支払いします。　
このため、本会で一括ボランティア保険に加入することに御同意いただける場合は、受入承諾書提出時に、併せて別紙「ボランティア保険加入同意書」を御送付ください。
　なお、受入施設、事業所において独自に保険等加入する場合は、書面（様式任意）により保険名、取扱保険会社名、保険種別、補償内容等を御報告願います。
  また、保険に加入いただけない受入施設、事業所につきましては、受入を依頼することができかねますので御了承願います。
　※ボランティア保険補償内容及び補償金額　（別紙パンフレットのとおり）
ボランティア保険（ボランティア行事用保険）は、通常職場体験事業などの就労支援等の一環として行われる事業は、その対象とはしておりませんが、この度、この保険の団体契約者である社会福祉法人全国社会福祉協議会から、都道府県福祉人材センターが行う職場体験事業については適用することとした旨の通知がありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
平成　　年　　月　　日
ボランティア保険加入同意書
社会福祉法人　北海道社会福祉協議会　会長　様
                         　施設、事業所名
                        　 代表者職氏名                             　 　 印
　平成２９年度職場体験事業の受入施設、事業所として体験希望者の受入に当たり貴会が一括してボランティア行事用保険に加入すること及びその経費を体験に係り貴会から本施設（事業所）へ支払われる費用から差し引くことに同意します。
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